
別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

占用物件 単位 占用料 占用物件 単位 占用料

電柱 ３，７００円 ３，６０
電柱

支柱 ３，７００円 ０円
電柱

支線柱 １，７００円 ３，６０
支柱

支線 ７３０円
０円電柱

１本につき１年電話柱 ２，２００円
１，７０

支柱 ３，０００円

支線柱

電話柱

０円

支線柱 １，６００円
支線 ７１０円

支線 ７３０円
１本につき１年 ２，１０

その他の柱類 ２２０円

電話柱
０円

２，９０
共架電線その他上空に設ける線類 ２２円

支柱
長さ１メートル ０円電話柱
につき１年地下電線その他地下に設ける線類 １３円 １，６０

支線柱
０円変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話

支線 ７１０円
１個につき１年 ４，３００円

所

その他の柱類 ２１０円占用面積１平方

共架電線その他上空に設ける線類 ２１円長さ１メートルその他のもの メートルにつき ４，３００円

につき１年１年
地下電線その他地下に設ける線類 １３円

外径が０．０７メートル未満のも
４，２０９０円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 １個につき１年の
０円

外径が０．０７メートル以上０．
１３０円

１０メートル未満のもの
占用面積１平方

４，２０

外径が０．１０メートル以上０．
その他のもの メートルにつき

２００円
０円

１５メートル未満のもの
１年

外径が０．１５メートル以上０．
外径が０．０７メートル未満のもの ８７円

改正後 改正前

　
　
　
　　　藤井寺市準用河川占用料徴収条例の一部を改正する条例
　藤井寺市準用河川占用料徴収条例（平成12年条例第４号）の一部を次のように改正する。
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２６０円 外径が０．０７メートル以上０．１０
２０メートル未満のもの １３０円

メートル未満のもの
長さ１メートル外径が０．２０メートル以上０．

３９０円 外径が０．１０メートル以上０．１５
につき１年３０メートル未満のもの １９０円水管、下 メートル未満のもの

水道管、
外径が０．１５メートル以上０．２０

外径が０．３０メートル以上０．
２５０円

５１０円
メートル未満のもの

ガス管等 ４０メートル未満のもの

外径が０．２０メートル以上０．３０
長さ１メートル ３８０円

外径が０．４０メートル以上０．

メートル未満のもの
９００円

水管、
７０メートル未満のもの

につき１年
下水道外径が０．７０メートル以上１．

外径が０．３０メートル以上０．４０１，３００円
５００円００メートル未満のもの 管、ガ メートル未満のもの

外径が１．００メートル以上のも
２，６００円 ス管等

の
外径が０．４０メートル以上０．７０

８７０円

占用面積１平方
メートル未満のもの

マンホールその他これに類するも
メートルにつき １，３００円

外径が０．７０メートル以上１．００ １，３０
の

１年
メートル未満のもの ０円

２，５０
外径が１．００メートル以上のもの１メートル又は ４２０円

０円工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設
１平方メートル

占用面積１平方土石、竹木、瓦その他の工事用材料
１，３０につき１月

マンホールその他これに類するもの メートルにつき
０円

１年
橋りょう、桟橋、上屋その他のこれらに類す １平方メートル ３６０円
る工作物 につき１年

１メートル又は
工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設

１平方メートル ４２０円
土石、竹木、瓦その他の工事用材料

１平方メートル ７５円

につき１月
工作物の設置を伴わない土地の占用

につき１年

橋りょう、桟橋、上屋その他のこれらに類する １平方メートル
３６０円

工作物 につき１年

１平方メートル
工作物の設置を伴わない土地の占用 ７５円

につき１年

改正後 改正前
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備考 備考
１　占用の期間が１年に満たないときは、月額をもって計算し、月の中途に １　占用の期間が１年に満たないときは、月額をもって計算し、月の中途に
おいて占用を開始し、又は終了する場合における当該月については、それ おいて占用を開始し、又は終了する場合における当該月については、それ
ぞれ１月とする。 ぞれ１月とする。
２　占用料の算定基礎となる占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さ ２　占用料の算定基礎となる占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さ
が、０．０１平方メートル若しくは０．０１メートル未満であるとき、又 が、０．０１平方メートル若しくは０．０１メートル未満であるとき、又
はこれらの面積若しくは長さに０．０１平方メートル若しくは０．０１ はこれらの面積若しくは長さに０．０１平方メートル若しくは０．０１
メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数 メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数
の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。 の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
３　１件の占用料の額が１００円に満たないときは、１００円とし、１００ ３　１件の占用料の額が１００円に満たないときは、１００円とし、１００
円以上のものについて１０円に満たない端数があるときは、これを１０円 円以上のものについて１０円に満たない端数があるときは、これを１０円
とする。 とする。

改正後 改正前
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